
日
明
関
係
に
お
け
る
「
勘
合
」
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と
く
に
そ
の
形
状
に
つ
い
て
一

伍

躍

は
　
じ
　
め
　
に

　
勘
合
は
割
り
印
を
押
し
た
証
明
書
で
、
中
国
の
明
清
時
代
に
広
く
使
わ
れ

て
い
た
公
文
書
の
一
種
で
あ
る
。

　
洪
武
一
六
年
（
一
三
八
三
）
、
明
朝
政
府
は
外
交
使
節
の
往
来
を
管
理
す

る
た
め
に
、
国
内
で
こ
れ
ま
で
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
勘
合
を
国
家
間
の
往

来
に
適
用
さ
せ
、
ま
ず
邊
羅
（
タ
イ
）
に
勘
合
を
交
付
し
た
。
『
大
明
会
典
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
よ
れ
ば
、
勘
合
を
交
付
さ
れ
た
国
々
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
邊
羅
　
田
本
　
占
城
　
爪
調
　
満
刺
加
　
真
黒
　
蘇
禄
国
東
王
　
古
麻

　
　
託
言
禄
国
西
王
　
細
謹
国
綱
王
　
桐
支
渤
泥
配
賦
山
　
古
里

　
　
蘇
門
答
刺

　
永
楽
二
年
（
応
永
一
一
年
・
一
四
〇
四
）
、
日
本
に
は
じ
め
て
交
付
さ
れ

た
の
は
、
永
楽
勘
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
宣
徳
、
景
泰
、
成
化
、
弘
治
、

正
徳
の
勘
合
を
交
付
さ
れ
た
。
当
時
、
勘
合
と
底
簿
の
配
置
状
況
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

　
　
勘
合
　
本
字
～
○
○
道
（
礼
部
）
　
日
字
一
〇
〇
道
（
室
町
幕
府
）

　
　
底
簿
　
本
字
二
扇
（
礼
部
一
、
塞
町
幕
府
じ

　
　
　
　
　
日
字
二
扇
（
礼
部
一
、
遡
江
布
政
司
一
）

　
日
本
船
は
渡
航
す
る
際
に
本
字
勘
合
を
持
参
し
、
漸
江
と
北
京
で
底
簿
と

の
照
合
検
査
を
受
け
る
。
使
用
済
み
の
勘
合
は
、
検
査
が
終
わ
る
と
明
朝
政

府
に
回
収
さ
れ
る
。
益
し
い
勘
合
の
発
行
は
、
皇
帝
が
か
わ
る
ご
と
に
行
わ

れ
て
、
そ
の
際
に
未
使
用
の
勘
合
を
明
朝
政
府
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
た
め
、
原
則
と
し
て
、
勘
合
の
実
物
が
日
本
に
残
っ
て
い
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
。

　
当
時
の
国
際
関
係
史
の
な
か
で
き
わ
め
て
重
要
な
勘
合
問
題
に
つ
い
て
、

中
国
の
学
界
で
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
学
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②

界
で
は
勘
合
制
度
に
つ
い
て
の
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
学

者
か
ら
霊
寺
を
浴
び
て
き
た
問
題
と
し
て
、
勘
合
の
形
状
に
つ
い
て
の
問
題

が
あ
る
。

　
「
勘
合
」
の
形
状
に
対
し
、
昔
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
臆
測
が
あ
っ
た
。
た
と

え
ば
、
㎎
貞
助
雑
記
』
、
『
貞
丈
雑
記
翫
、
『
武
家
名
目
抄
臨
な
ど
で
は
、
勘
合

は
印
鑑
と
誤
認
さ
れ
、
勘
合
は
明
朝
政
膨
よ
り
室
町
幕
府
に
交
付
さ
れ
た
印

鑑
の
半
分
で
、
勘
合
貿
易
船
は
出
航
す
る
に
際
し
、
幕
府
は
勘
合
印
を
捺
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
た
渡
航
免
許
状
を
交
付
す
る
、
と
し
て
い
る
。
萩
生
但
擁
は
、
「
勘
合
は

半
印
勘
合
と
て
わ
り
印
の
文
書
な
り
」
、
つ
ま
り
勘
合
は
文
書
で
あ
る
、
と

正
確
に
指
摘
し
て
い
る
　
方
、
「
半
弓
」
に
対
す
る
説
明
に
は
い
さ
さ
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

誤
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
勘
合
形
状
の
研
究
史
を
概
観
し
、
問
題
点
を
指
摘
し
た

う
え
で
、
本
字
勘
合
の
形
状
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
し
た
い
。

　
①
『
（
万
暦
）
大
明
会
典
』
、
巻
～
○
八
、
礼
部
、
朝
貢
四
、
（
台
北
、
文
海
出
版

　
　
社
、
一
九
六
四
年
、
第
三
冊
）
、
第
一
六
二
一
頁
。

　
②
中
国
大
陸
側
の
研
究
に
つ
い
て
、
左
轡
謬
「
明
代
勘
合
制
論
」
（
胸
求
是
学
刊
』
、

　
　
　
九
九
一
年
第
三
期
）
と
羅
東
陽
「
勘
合
制
度
与
明
代
中
央
集
権
」
（
『
東
北
腫
大

　
　
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
』
一
九
九
七
年
第
一
期
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
が
、
対
外
通
交
の
勘
合
問
題
は
あ
ま
り
触
れ
な
て
い
な
か
っ
た
。

　
　
　
日
本
で
は
、
明
治
時
代
以
後
、
勘
合
制
度
に
触
れ
て
い
る
日
本
史
の
概
説
香
や

　
　
研
究
書
は
枚
挙
に
た
え
な
い
ほ
ど
多
い
の
で
、
説
明
を
省
き
た
い
。
し
か
し
、
日

　
　
明
問
の
勘
合
を
含
む
当
時
の
勘
合
制
度
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
ま
だ
充
分
に
明
ら

　
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

③
噸
貞
丈
雑
記
』
（
『
東
洋
文
庫
』
第
四
五
〇
冊
、
東
京
、
平
凡
社
、
一
九
八
五

　
年
）
、
巻
九
、
書
札
の
部
、
勘
合
の
事
、
第
五
九
頁
。
『
武
家
名
目
抄
㎞
（
糟
故
実
叢

　
書
』
、
東
京
、
明
治
図
書
出
版
株
式
会
社
、
｝
九
五
四
年
）
、
第
五
、
文
書
部
門
下
、

　
第
三
〇
二
～
三
〇
三
頁
。

④
萩
生
狙
裸
『
明
律
團
字
解
』
、
東
京
、
創
元
社
、
一
九
八
九
年
、
第
七
七
一
頁
。

　
萩
生
但
裸
は
、
「
譲
字
号
」
を
例
と
し
て
、
「
譲
字
を
わ
り
印
に
し
た
る
も
の
な

　
り
」
、
と
し
て
い
る
。
字
号
の
付
け
方
に
つ
い
て
、
本
稿
の
五
「
字
号
の
付
け
方
」

　
を
参
考
す
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一、

ｨ
合
形
状
研
究
小
史

　
勘
合
形
状
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
栢
原
昌
三
氏
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
一
九

二
〇
年
、
彼
は
、
「
日
明
勘
合
の
組
織
と
使
行
」
を
発
表
し
、
日
明
間
の
勘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

合
制
度
の
成
立
、
制
度
の
運
営
、
勘
合
の
形
状
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
論
文
の
な
か
で
、
彼
は
『
戊
子
入
明
記
臨

紙
印
形
」
と
題
す
る
「
本
字
萱
号
」
の
も
の
、

印
せ
る
長
方
形
の
紙
券
」
は
、
勘
合
で
あ
る
、

解
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
勘
合
は
縦
二
尺
八
寸
、

　
第
二
に
、

に
記
載
し
て
い
る
「
勘
合
料

つ
ま
り
「
表
薗
に
字
号
を
半

と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
尺
三
寸
の
長
方
形
の
紙
券
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
漸
江
布
政
司
及
び
北
京
礼
部
に
備
還
す
る
本
字
号
勘
合
底
簿
と

照
合
す
る
た
め
に
、
勘
合
の
表
面
右
側
に
本
字
壼
号
よ
り
本
字
百
号
に
到
る

四
字
（
「
本
字
壼
号
」
）
の
左
半
分
が
押
印
さ
れ
る
。
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第
三
に
、
使
節
の
一
行
お
よ
び
進
貢
品
の
二
心
な
ど
を
記
録
す
る
文
書
は

「
別
幅
」
と
い
い
、
こ
の
「
別
幅
」
は
正
使
の
乗
る
第
一
号
船
が
携
帯
す
る

初
号
勘
合
の
裏
面
に
記
載
す
る
。

　
｝
九
三
七
年
、
小
葉
田
王
氏
は
、
『
神
戸
市
史
隔
の
な
か
で
、
栢
原
畠
一
二

氏
の
「
表
面
に
字
号
を
半
印
せ
る
長
方
形
の
紙
券
」
と
い
う
見
解
を
紹
介
し

賛
成
し
た
。
　
一
九
四
一
年
に
公
表
さ
れ
た
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研

究
嚇
の
な
か
で
も
、
『
神
戸
市
史
』
の
論
述
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い

②る
。　

一
九
五
一
年
、
佐
久
間
重
男
氏
は
、
小
葉
田
淳
氏
一
九
三
七
年
の
見
解
を

引
用
し
た
形
で
、
事
実
上
栢
原
昌
三
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
。
こ

の
ほ
か
、
佐
久
間
重
男
氏
は
、
明
代
国
内
に
使
用
さ
れ
る
勘
合
の
裏
面
に
は
、

公
務
出
張
者
の
姓
名
と
公
務
出
張
の
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
た
、
と
説
明
し

て
い
る
。
だ
が
、
彼
の
こ
の
見
解
を
裏
付
け
る
史
料
は
、
明
示
さ
れ
な
か
っ

③
た
。　

一
九
六
〇
年
、
田
中
健
夫
氏
は
、
雑
誌
『
日
本
歴
史
』
で
「
勘
合
符
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

状
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
し
、
次
の
意
見
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
勘
合
符
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
田
中
健
夫
氏
は
、
栢
原
日
圏
三
氏
が

勘
合
箱
の
板
の
厚
さ
を
計
算
し
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
、
勘
合
の
大
き
さ
は

縦
二
尺
七
寸
、
横
一
尺
二
寸
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
勘
合
字
号
の
証
印
に
つ
い
て
、
田
中
健
夫
氏
は
二
つ
の
仮
説
を

提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
「
本
字
壼
号
」
と
い
う
難
文
の
あ
る
印
を

二
尺
七
寸
×
二
尺
四
寸
の
料
紙
の
中
央
に
押
し
、
捺
印
の
後
そ
の
料
紙
を
竪

に
申
央
で
折
半
し
て
左
を
勘
合
と
し
、
右
を
底
盤
と
す
る
。
そ
の
二
は
、

「
本
字
壼
号
」
と
い
う
印
章
を
中
央
か
ら
折
半
し
て
左
右
の
二
三
を
作
製
し
、

二
尺
七
寸
×
～
尺
二
寸
の
料
紙
二
枚
に
そ
れ
ぞ
れ
押
し
、
左
印
を
押
し
た
も

の
を
勘
合
と
し
、
金
印
を
押
し
た
も
の
を
底
質
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
二

つ
の
仮
説
に
つ
い
て
、
氏
自
身
は
問
題
提
起
に
と
ど
め
た
だ
け
で
、
そ
れ
以

上
研
究
を
進
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
六
三
年
、
中
村
栄
孝
氏
は
、
田
中
健
夫
氏
に
よ
る
勘
合
の
大
き
さ
の

推
定
を
評
価
す
る
～
方
、
半
印
に
つ
い
て
二
つ
仮
説
を
否
定
し
て
い
る
。
中

村
栄
孝
氏
は
、
勘
合
の
印
は
「
割
り
印
」
で
、
公
文
書
な
ど
の
原
・
案
の
両

者
を
重
ね
て
、
合
わ
せ
目
に
押
す
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
上
で
、
勘
合
は
朱

印
の
な
か
に
番
号
だ
け
が
一
か
ら
百
ま
で
「
墨
書
」
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る
、
と
推
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
本
字
壼
号
」
の
場
合
は
、
「
本
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

号
」
は
赤
色
の
割
り
印
で
、
「
萱
」
は
墨
書
で
あ
る
。
中
村
栄
孝
氏
の
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

見
解
は
、
学
界
に
お
い
て
ほ
ぼ
異
論
な
し
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

　
一
九
八
五
年
、
田
中
健
夫
氏
は
、
「
『
勘
合
撫
の
称
呼
と
形
態
」
を
発
表
し
、

勘
合
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
な

か
で
、
田
中
健
夫
氏
は
、
郷
櫟
生
氏
が
示
さ
れ
て
い
る
「
勘
合
の
雛
形
」
を

批
判
し
、
勘
合
に
は
左
右
と
も
同
形
の
印
影
が
二
つ
あ
る
、
と
は
じ
め
て
指
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⑦

摘
し
て
い
る
。

　
一
九
九
五
年
、
石
井
正
敏
氏
は
、
『
善
隣
国
宝
記
』
の
注
釈
の
な
か
で
、

「
別
幅
」
に
つ
い
て
、
「
文
書
の
正
本
に
対
す
る
附
属
文
書
の
意
。
進
上
品

の
名
称
や
数
量
を
詳
記
す
る
」
や
「
別
紙
の
贈
答
品
目
録
」
、
と
説
明
し
、

裏
付
け
の
史
料
を
挙
げ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
別
幅
」
は
勘
合
の
裏
書
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
一
九
二
〇
年
以
来
八
十
年
の
問
、
勘
合
形
状
に
つ
い
て
の
研
究
状

況
を
概
述
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
勘
合
形
状
に
つ
い
て
の
認
識
の
現
状
は
、

お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
ま
ず
、
勘
合
の
大
き
さ
。
田
中
健
夫
氏
は
栢
原
昌
三
氏
の
見
解
を
訂
正
し
、

縦
一
尺
二
寸
（
三
六
㎝
）
×
横
二
尺
七
寸
（
八
二
㎝
）
の
紙
片
で
あ
る
、
と

指
摘
し
て
い
る
。

　
第
二
に
、
勘
合
の
半
印
と
字
号
。
中
村
栄
孝
氏
の
見
解
が
「
最
も
説
得
力

の
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
（
田
中
健
夫
氏
）
と
し
て
、
学
界
で
認
め
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
本
字
　
号
」
朱
印
の
な
か
に
番
号
だ
け
が
壼
か
ら
百

ま
で
「
墨
書
」
さ
れ
て
い
た
も
の
が
二
つ
あ
る
。

　
第
三
に
、
「
四
幅
」
の
こ
と
。
栢
原
昌
三
氏
に
よ
る
「
三
幅
」
は
勘
合
の

裏
書
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
が
継
承
さ
れ
て
い
る
一
方
、
別
紙
の
贈
答
品
目

録
で
あ
る
、
と
い
う
石
井
正
敏
氏
の
見
解
も
存
在
し
て
い
る
。

　
な
お
、
勘
合
の
形
状
を
説
明
す
る
た
め
の
史
料
は
、
例
外
な
く
京
都
天
竜

子入明記』の「勘合料紙印形」

w’th“rwne””
篭

需
．
．、

舟
鼻

L．

　
　
　
…

〉
一
、
5

攣　　
　
　
　
　
（
．

燃．

輝
L
．
冒
．

高
樹
黙

認：騨鷺
を；蠕☆：イ

図ユ『戊＝

撫猷峯醐噸　
陰　　　婦，　　’un

胤

，
藁

　
轟
勤
冷
石
社
薄
．
　
　
“
，

、
六
楚
叢
壕
饗
永
壽
千
諺
庸
覧
議

．
年
依
天
龍
寺
重
奏
諺
を
淘
．
　
㌧
．

　
　
　
，
卸
弦
士
心
澄
、
洋
篇
不
渡
躯
鰯
・
匁
．
．

　
　
～
皇
艦
葎
麻
　
　
．
　
．
恢
．
．
．
，
ぞ

　
残
八
畜
赦
寛
正
直
増
．
諺
庫
く
送
還
．

　
末
痢
碗
・
．
　
　
　
．
・
　
　
r
－
　
涛
」

臨、奉濯議亨．　｛瓢．．r

田中健夫「『勘合』の称呼と形態」，

年9月
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『歴史と地理」，第361号，日本史の研究，130，1985
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寺
妙
智
慧
所
蔵
『
戊
子
入
明
記
』
の
「
勘
合
料
紙
印
形
」
で
あ
る
。
中
村
栄

孝
氏
も
田
中
健
夫
氏
も
、
こ
の
史
料
を
勘
合
の
形
を
推
定
す
る
唯
｝
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
現
在
、
『
戊
子
入
明
記
撫
に
掲
載
さ
れ
る

「
本
字
出
様
」
の
も
の
は
、
学
界
の
み
な
ら
ず
、
文
部
省
の
検
定
を
受
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

中
学
校
や
高
校
の
歴
史
教
科
書
で
も
勘
合
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
は
、
こ
の
「
本
字
壼
号
」
の
写
真
は
、
勘
合
そ
の
も
の
と
し
て
、
高
校
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

世
界
史
資
料
、
国
立
博
物
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
勘
合
は
明
朝
政
府
が
作
成
し
発
行
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
中
国
の
文
書

制
度
に
基
づ
い
て
勘
合
形
状
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、

中
国
の
文
書
制
度
に
基
づ
い
て
、
こ
の
『
戊
子
入
明
記
勧
所
載
の
「
本
字
壼

号
」
の
文
書
は
本
当
に
勘
合
で
あ
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
、
私
見
を

述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
栢
原
昌
三
「
日
明
勘
合
の
組
織
と
使
行
」
、
噸
史
学
雑
誌
』
、
第
　
三
編
第
九
号
、

　
　
第
⊥
ハ
○
～
一
〇
＝
一
頁
。

　
②
　
　
『
神
戸
市
史
』
、
神
戸
、
神
戸
布
役
所
、
】
九
三
七
年
、
第
二
強
磁
録
一
、
中

　
　
世
の
兵
庫
と
外
国
関
係
、
第
～
六
九
～
一
七
九
頁
。
小
葉
田
淳
『
中
世
日
支
通
交

　
　
貿
易
史
の
研
究
』
、
東
京
、
刀
江
書
房
、
一
九
六
九
年
復
刻
、
箪
三
五
五
～
三
六

　
　
五
頁
。

　
③
佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
、
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、

　
　
第
四
～
六
頁
。

　
④
　
田
中
健
夫
「
勘
合
符
の
形
状
」
、
『
日
本
歴
史
』
、
第
｝
四
九
号
、
　
一
九
六
〇
年

　
　
一
一
月
、
第
七
五
～
七
八
頁
。

⑤
中
村
栄
孝
「
書
評
・
田
中
健
夫
著
『
倭
冠
と
勘
合
貿
易
」
」
、
糊
日
本
歴
史
』
、
第

　
｝
六
三
隣
万
、
　
「
九
鴫
ハ
三
年
｝
日
月
、
肺
弟
｝
＝
エ
ハ
～
＝
二
八
頁
。
中
村
栄
孝
『
臼
鮭
州
閾
四

　
係
史
の
研
究
・
上
㎞
、
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
、
第
一
八
一
～
一
八

　
八
頁
。

⑥
た
と
え
ば
、
囲
中
健
夫
「
勘
合
符
・
勘
合
印
・
勘
合
貿
易
」
、
田
中
健
夫
『
対

　
外
関
係
と
文
化
交
流
』
、
京
都
、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
、
第
七
七
～
～
〇

　
五
頁
。

⑦
田
中
健
夫
「
『
勘
合
㎞
の
称
呼
と
形
態
」
、
『
歴
史
と
地
理
隔
、
簗
三
六
「
号
、
日

　
本
史
の
研
究
、
～
三
〇
、
山
川
出
版
社
、
～
九
八
五
年
九
月
。
鄭
前
生
『
明
・
日

　
関
係
史
の
研
究
』
、
東
京
、
雄
山
閣
、
一
九
九
五
年
、
第
五
八
～
六
五
頁
。
な
お
、

　
林
呈
蓉
氏
は
論
文
を
発
表
し
、
鄭
櫟
一
三
の
旧
見
解
を
補
足
し
て
い
る
。
林
是
蓉

　
「
明
代
勘
合
之
形
状
與
製
法
」
、
『
華
僑
文
科
学
報
』
、
第
一
二
巻
、
一
九
九
七
年
。

⑧
田
中
健
夫
『
訳
注
日
本
史
料
　
善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
即
事
記
』
、
東
京
、

　
集
英
社
、
　
｝
九
九
五
年
、
第
二
六
｝
、
　
｝
四
五
頁
。
近
年
、
橋
本
雄
氏
は
、
勘
合

　
制
度
に
つ
い
て
、
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
橋
本
雄
「
日
明
勘
合
再
考
」
、

　
『
史
学
雑
誌
㎞
、
第
～
〇
七
編
第
＝
一
號
、
一
九
九
八
年
　
二
月
、
第
一
〇
　
二
頁
。

⑨
『
中
学
校
・
歴
史
』
、
東
京
、
清
水
書
院
、
「
九
九
八
年
、
第
八
七
頁
。

⑩
『
日
本
史
図
説
㎞
、
東
京
、
東
京
轡
籍
、
一
九
九
九
年
、
第
六
二
頁
。

　
　
乏
毛
≦
．
ξ
O
げ
葬
F
α
q
ρ
甘
＼
臼
環
ω
－
9
9
＼
疑
O
Φ
」
．
冨
ヨ
（
二
〇
〇
〇
年
　
○
月
一
〇

　
臼
確
認
）
。

　
　
　
　
　
　
二
、
三
つ
の
問
題
点

　
そ
の
「
本
字
萱
号
」
の
も
の
が
勘
合
で
あ
れ
ば
、

と
照
合
し
て
、
次
の
問
題
が
出
て
く
る
。

　
1
、
官
印
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

中
国
伝
統
の
文
書
制
度
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日明関係における「勘合」（伍躍）

　
中
国
伝
統
の
文
書
制
度
に
よ
れ
ば
、
あ
る
官
庁
が
ほ
か
の
官
庁
あ
て
に
発

行
し
た
文
書
に
は
、
文
書
発
行
官
庁
の
経
堂
を
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
作
成
し
た
文
書
に
は
効
力
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
文

書
に
宮
印
を
押
す
の
は
、
文
書
行
政
と
呼
ば
れ
る
中
国
の
伝
統
的
な
行
政
制

度
の
特
徴
で
あ
る
。
｝
例
を
挙
げ
よ
う
。
唐
代
の
中
国
を
旅
行
し
た
僧
侶
最

澄
と
圓
珍
は
、
通
行
証
明
書
だ
っ
た
「
公
験
」
や
「
過
所
」
な
ど
を
受
領
し

た
。
そ
れ
ら
の
文
書
に
、
「
曳
舟
理
論
」
、
「
越
州
都
督
府
営
」
な
ど
発
行
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

庁
の
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
明
清
時
代
で
は
、
文
書
の
種
類
に
よ
っ
て
、
宮
印
の
捺
印
位
置
が
決
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
て
い
る
が
、
発
行
年
月
の
う
え
に
官
印
を
押
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
外

交
文
書
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
永
楽
五
年
（
応
永
一
四

年
・
一
四
〇
七
）
、
遣
明
使
盃
中
圭
密
が
永
楽
帝
の
勅
書
を
た
ず
さ
え
て
帰

国
し
た
。
勅
書
の
発
行
年
月
の
上
に
中
国
皇
帝
が
臣
下
に
文
書
を
交
付
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
き
に
使
用
す
る
「
広
運
韓
藍
」
と
い
う
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
が

「
日
本
国
王
」
の
名
義
で
明
朝
皇
帝
あ
て
の
表
文
と
礼
部
あ
て
の
訳
文
に
も
、

例
外
な
く
印
を
押
し
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
文
明
七
年
（
成
化
一
一
年
・

一
四
七
五
）
八
月
二
十
日
付
け
の
礼
部
あ
て
の
畜
文
を
挙
げ
よ
う
。
こ
の
沓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

文
の
発
行
年
月
の
と
こ
ろ
に
、
「
日
本
国
古
謡
」
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
勘
合
に
官
印
を
押
す
こ
と
に
つ
い
て
、
朝
鮮
史
料
㎎
経
国
大
典
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
「
勘
合
式
」
の
説
明
が
あ
る
。

　
　
凡
干
銭
糧
、
発
兵
、
発
馬
、
検
屍
、
大
辟
続
騰
文
、
摺
附
元
簿
面
、
交

　
　
際
処
書
填
経
印
、
分
為
半
行
、
以
想
後
考
。

　
つ
ま
り
、
税
金
、
軍
隊
の
移
動
、
検
死
、
処
刑
な
ど
の
た
め
に
勘
合
文
書

を
発
行
す
る
と
き
、
「
経
印
」
、
つ
ま
り
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
朝
鮮
王
朝
の
勘
合
制
度
で
は
、
印
の
使
用

が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
朝
鮮
王
朝
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
明
朝
の
場
合
で
も
、
勘
合
に
宮
印
を
押
す
の
が
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
勘
合
は
、
通
交
双
方
の
使
者
の
身
分
を
互
い
に
証
明
す
る
重
要
な
外
交
文

書
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
作
製
す
る
明
朝
礼
部
の
黒
印
が
そ
れ
に
押
さ
れ
て

い
な
い
と
は
、
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
紙
の
上
に
「
本
字
　
号
」
を
書

く
だ
け
な
ら
ば
、
（
あ
る
い
は
中
村
栄
孝
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「
朱
印
」
が
押
さ
れ
れ
ば
）
、
そ
の
紙
が
重
要
な
外
交
文
書
の
「
勘
合
」
に

な
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
勘
合
を
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
明
朝

の
外
交
を
担
当
す
る
礼
部
が
、
発
行
す
る
年
月
の
上
に
「
押
印
」
、
つ
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

礼
部
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
以
下

の
結
論
が
生
ま
れ
る
。

　
2
、
半
分
に
な
っ
て
い
る
「
本
字
萱
号
」
（
同
字
○
号
も
同
じ
）
で
示
さ

れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
勘
合
の
上
に
付
け
ら
れ
て
い
る
番
号
、
つ
ま
り

「
字
号
」
で
、
勘
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

　
番
号
の
役
割
は
、
現
代
の
免
許
書
や
保
険
証
の
番
号
と
同
じ
よ
う
に
、
単

129 （129）



図2　明清時代の公文書と半印字号）

s

t，”　　　　購払．二二島，車軸鑑＝∴淵蜘　！c、．、

①嘉靖一二年獄県孝思承買産税証（『徽州千
　年契約文書・宋元明編』第二巻，第76頁。）

L　噂

②乾隆四〇年重慶府牌文（『二代文書綱要』，
口絵。）

な
る
連
番
を
示
す
も
の
で
、
証
明
書
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
身
分
を
証
明
す

る
に
あ
た
っ
て
、
番
号
を
告
げ
た
だ
け
で
済
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
証

明
書
そ
の
も
の
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
、
中
国
の
伝
統
的
な

文
書
字
号
は
、
文
書
の
連
番
を
示
す
よ
り
、
官
印
と
一
緒
に
使
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
文
書
の
偽
造
を
防
ぐ
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
字

号
を
つ
け
る
に
当
た
っ
て
、
文
書
と
底
簿
と
の
両
方
に
か
か
る
よ
う
に
、
番

号
を
草
書
体
や
行
書
体
で
手
書
き
し
て
、
そ
の
手
書
き
し
た
番
号
の
上
に
さ

ら
に
発
行
官
庁
の
官
印
を
押
す
の
が
原
則
で
あ
る
。
（
図
2
）

　
も
し
勘
合
に
「
本
字
士
贈
号
」
と
し
か
書
い
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
新
旧

勘
合
の
区
別
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
皇
帝
が
変
わ
る
ご
と
に
行
わ
れ
る
新
勘

合
の
発
行
と
旧
勘
合
の
返
納
を
す
る
必
要
も
な
く
な
る
で
は
な
い
か
。
未
使

用
の
勘
合
を
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
が
で
き
、
遣
明
使
が
古
い
勘
合
を
携
行
し

て
明
朝
側
に
返
納
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
勘
合
の
発

行
や
交
換
は
規
定
ど
お
り
に
行
わ
れ
て
い
て
、
新
旧
勘
合
の
区
別
も
明
確
に

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
永
享
六
年
（
宣
徳
九
年
・
一
四
三
四
）
八
月
二
三

日
付
け
の
明
朝
礼
部
あ
て
の
日
本
側
の
一
文
に
明
記
さ
れ
て
い
る
返
納
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
つ
に
は
、
「
永
楽
年
号
本
字
勘
合
」
が
あ
っ
た
。
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
な
か

に
も
、
「
三
三
勘
合
」
と
「
二
化
勘
合
」
と
、
は
っ
き
り
と
区
別
し
た
記
録

　
　
⑧

が
あ
る
。
嘉
靖
一
九
年
（
天
文
九
年
・
一
四
五
〇
）
二
月
、
湖
心
碩
鼎
を
正

使
と
し
、
策
彦
周
良
を
副
使
と
す
る
遣
明
使
は
、
新
勘
合
の
発
行
を
明
朝
側
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に
要
請
し
た
。
こ
の
要
請
に
対
し
、
明
朝
側
は
、
旧
勘
合
を
す
べ
て
返
納
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
か
ら
、
新
勘
合
を
発
行
す
る
、
と
回
答
し
た
。
以
上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
本
字
豊
号
」
と
は
、
勘
合
文
書
の
上
に
記
し
て
い
る
勘
合
の
字
号
に
す
ぎ

ず
、
勘
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
新
旧
勘
合
の
区
別
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上

言
及
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
勘
合
文
書
に
発
行
当
時
の
年
号
が
記
さ
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
。

　
3
、
「
別
幅
」
は
勘
合
の
裏
書
き
で
は
な
い
。

　
栢
原
昌
三
氏
は
、
勘
合
に
記
入
す
べ
き
公
務
の
内
容
は
「
別
幅
」
で
あ
り
、

そ
の
「
別
幅
」
は
勘
合
の
裏
面
に
書
い
て
い
る
裏
書
き
で
あ
る
、
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
栢
原
昌
三
氏
は
、
勘
合
は
「
批
文
勘
合
」
と

も
い
い
、
批
文
は
裏
書
き
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
記
入
す
べ
き
内
容
を
勘
合

の
裏
面
に
記
入
す
る
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
小
葉
田
淳
氏
、
佐
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

間
重
男
氏
、
田
中
健
夫
氏
は
み
な
賛
成
の
意
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
三
点
に
わ
け
て
説
明
し
た
い
。
　
　
・

　
（
1
）
栢
原
昌
一
二
氏
は
、
自
分
の
見
解
を
証
明
す
る
た
め
に
、
明
朝
礼
部

の
苔
文
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宣
徳
八
年
（
永
享
五
年
・
一
四
三
三
）

六
月
付
け
の
も
の
で
あ
る
。
勘
合
の
内
容
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ

は
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
の
で
、
も
う
一
度
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

　
⑪

た
い
。

　
　
　
　
　
　
行
在
礼
部
為
関
防
事
。
該

玉
手
照
例
、
編
明
記
本
国
勘
合
。
査
得
洪
武
十
六
年
間
、
欽
奉

太
祖
皇
帝
聖
旨
、
南
海
諸
蕃
国
、
地
方
遠
近
不
等
、
毎
年
多
有
蕃
船
往

　
来
、
進
貢
及
倣
売
買
韓
人
大
有
仮
名
託
姓
、
事
甚
不
実
、
難
以
稽
考
、

　
致
使
外
国
不
能
尽
其
誠
款
、
又
拍
有
去
賢
人
詐
称
朝
廷
差
使
、
到
那

　
野
生
事
、
需
索
擾
害
他
不
便
。
急
礼
部
家
置
立
半
印
勘
合
文
書
、
但

　
是
朝
廷
差
去
的
人
及
他
那
裏
差
的
、
都
要
将
文
書
対
比
殊
墨
字
号
、

　
相
同
方
可
聴
信
。
若
対
比
不
岡
、
或
是
無
文
書
的
、
便
是
仮
的
、
都

　
輩
将
来
。
欽
此
。
除
欽
遵
外
、
今
親
日
字
一
号
至
一
百
号
勘
合
一
百

　
道
、
底
簿
；
扇
、
本
字
一
号
至
～
百
号
勘
合
一
百
道
、
底
心
二
扇
。

　
内
聖
日
字
勘
合
並
等
・
本
二
号
底
簿
二
扇
、
収
留
在
此
、
及
将
本
字

　
勘
合
並
日
字
号
底
簿
＝
扇
、
差
人
齎
赴
日
本
国
収
受
、
将
本
字
号
底

　
簿
　
扇
、
発
福
建
布
政
司
収
貯
、
今
後
但
有
進

貢
及
一
応
客
商
売
買
来
者
、
須
於
本
国
開
壌
勘
合
、
内
開
写
進

貢
方
物
件
数
、
本
国
並
差
来
人
溜
搭
物
件
、
及
客
商
物
貨
乗
坐
海
船
幾

　
隻
、
船
上
入
口
数
目
、
逐
一
於
勘
合
上
浄
写
明
白
、
若
朝
廷
差
使
臣

　
到
本
国
、
須
要
対
比
殊
墨
字
号
、
相
同
方
可
遵
行
。
使
臣
回
還
本
国
、

　
如
有
畜
送
物
件
、
亦
須
於
勘
合
内
逐
一
合
筆
、
盗
心
遠
方
礼
意
。
如

　
無
勘
合
、
及
対
比
不
同
者
、
即
金
詐
偽
、
将
本
人
解
送
、
右
京
施
行
。

　
今
将
日
字
号
底
簿
一
扇
、
本
字
号
勘
合
一
百
道
、
発
去
日
本
国
収
受
、

　
書
填
対
比
施
行
。
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右
置
詑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
宣
徳
捌
年
譜
月
　
日

　
こ
の
礼
部
盗
文
は
、
ま
ず
勘
合
を
編
発
す
る
根
拠
、
つ
ま
り
聖
旨
の
全
文

を
引
用
し
、
勘
合
の
編
置
状
況
と
数
董
を
説
明
し
、
使
用
に
関
す
る
規
定
や

罰
則
を
明
確
に
し
た
上
で
、
こ
の
沓
文
を
発
行
す
る
具
体
的
目
的
、
す
な
わ

ち
日
字
勘
合
底
簿
と
本
字
勘
合
の
交
付
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
沓
文
を
見

る
か
ぎ
り
、
進
貢
方
物
件
数
、
政
府
間
貿
易
の
商
品
や
数
量
、
客
商
の
貨
物
、

使
節
や
客
商
の
入
数
、
同
行
船
の
隻
数
及
び
人
員
の
総
数
な
ど
を
所
定
用
紙

（
勘
合
）
の
指
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
記
入
（
「
漿
」
）
す
べ
し
、
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
、
勘
合
の
裏
面
に
記
入
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
。

　
小
葉
田
淳
氏
は
、
畜
文
中
の
「
開
填
」
と
は
、
勘
合
の
裏
面
に
関
係
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
記
入
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の

「
開
」
は
、
「
逐
＝
、
「
項
目
別
」
の
意
味
で
、
「
開
填
」
と
は
、
項
目
別
に

し
て
記
入
す
る
こ
と
で
、
文
書
の
裏
面
に
関
係
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
で
は

な
い
。

　
（
2
）
栢
原
昌
三
氏
は
、
「
勘
合
裏
面
別
幅
」
の
実
例
と
し
て
、
永
享
六

年
（
宣
徳
九
年
・
一
四
三
四
）
八
月
二
三
日
の
明
朝
礼
部
あ
て
の
日
本
側
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

沓
文
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
瞥
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
日
本
国
、
五
泊
本
字
調
号
勘
合
萱
道
、
為
謝

　
　
恩
一
期
。
虚
旦
甲
立
八
年
山
ハ
月
初
十
日
、
益
虫
節
日
字
留
軍
自
万
三
型
A
庭
藤
文
、
該

　
欽
差
内
官
雷
春
等
、
齎
捧

　
諾
命
並
給
賜
等
物
、
勘
合
底
簿
。
欽
遵
逐
壷
照
数
領
収
外
、
今
差
正
使

　
　
謝
恩
表
並
進
編
方
物
言
坐
於
後
。
須
至
沓
者
。

　
　
今
開

　
堂
　
謝

　
恩
表
文
壼
通
、
齎
緻
永
楽
年
号
本
字
勘
合
伍
拾
集
通
、
同
日
字
勘
合
豊

　
　
百
通
蚕
簿
製
品

　
壼
、
貢
献
方
物

　
　
馬
二
十
匹
撒
金
鞘
柄
太
刀
二
招
硫
黄
壷
萬
斤
馬
脳
大
小
二
〇
塊

　
　
金
屏
風
参
副
　
鎗
壷
百
重
　
黒
漆
鞘
柄
太
刀
登
百
把
　
長
刀
壷
百
柄

　
　
鎧
壼
領
　
硯
萱
門
並
匝
　
扇
歯
黒
杷

　
壷
　
差
上
正
使
登
員

　
　
右
沓

　
　
礼
部

　
宣
徳
九
年
八
月
二
十
三
日

　
　
苔

通
常
、
遣
明
使
が
渡
航
す
る
際
に
、
携
行
す
べ
き
文
書
類
の
も
の
は
、
①

日
本
国
王
か
ら
明
朝
皇
帝
あ
て
の
表
文
、
②
日
本
国
王
か
ら
明
朝
礼
部
あ
て

の
盗
文
、
③
明
朝
側
が
発
行
し
た
使
節
の
身
分
を
証
明
す
る
勘
合
、
少
な
く

と
も
三
種
類
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
沓
工
は
、
②
の
日
本
国
王
か
ら
明
朝
礼
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部
あ
て
の
盗
文
に
あ
た
る
。
こ
の
盗
文
は
、
使
節
の
派
遣
に
あ
た
っ
て
、
本

字
萱
号
勘
合
を
使
用
す
る
こ
と
と
勘
合
に
関
係
事
項
を
記
入
し
た
こ
と
を
礼

部
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
使
節
が
携
行
す
る
①
謝
恩
の
表
文
、

②
返
納
す
べ
き
永
楽
年
間
に
交
付
さ
れ
た
本
字
勘
合
及
び
読
字
勘
合
底
簿
、

③
貢
献
方
物
、
④
及
び
正
使
一
名
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
沓
文
の

文
面
か
ら
、
上
述
し
た
関
係
事
項
を
勘
合
の
裏
面
に
記
入
し
た
こ
と
と
は
読

み
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
盗
文
の
申
に
あ
る
「
単
坐
襲
業
」
の
「
後
」
は
、

用
紙
の
裏
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
「
こ
の
あ
と
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
。　

　
（
3
）
批
文
は
裏
書
き
で
あ
る
、
と
い
う
栢
原
昌
三
氏
の
見
解
は
、
批
文

に
対
す
る
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
批
文
と
は
、
部
下
の
上
申
に
対
す
る

上
司
の
命
令
や
指
示
で
あ
る
。
批
文
は
、
上
申
内
容
の
あ
と
に
続
い
て
書
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

れ
て
お
り
、
上
申
書
の
裏
に
書
く
こ
と
は
し
な
い
。
中
国
伝
統
の
文
書
制
度

か
ら
い
う
と
、
行
政
文
書
の
裏
面
は
原
則
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら

れ
て
い
る
。
唐
代
の
通
行
証
明
書
だ
っ
た
「
公
験
」
や
「
過
所
」
か
ら
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
人
事
辞
令
ま
で
、
文
書
の
裏
面
を
使
用
し
な
い
こ
と
は
岡
じ
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
勘
合
は
重
要
な
外
交
文
書
で
あ
る
の
で
、
そ
の
裏
薗
を
使
用
す

る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

　
以
上
、
中
国
伝
統
の
文
書
制
度
の
…
般
規
定
か
ら
、
こ
れ
ま
で
学
界
に
お

け
る
勘
合
形
状
に
対
す
る
認
識
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
以
下
で
は
、
勘
合

の
形
状
を
検
証
し
た
い
が
、
明
代
の
勘
合
は
現
存
し
な
い
と
い
う
現
状
の
な

か
で
、
ま
ず
明
代
勘
合
棚
度
の
前
身
で
あ
る
食
代
や
元
代
の
海
外
貿
易
管
理

制
度
を
説
明
し
た
い
。

　
①
　
礪
波
護
「
唐
墨
の
過
所
と
公
験
」
、
朔
中
国
中
世
の
文
物
』
、
京
都
、
京
都
大
学

　
　
人
文
科
学
研
究
所
、
　
～
九
九
一
二
年
、
第
六
六
一
～
七
二
〇
頁
。

　
②
拙
稿
「
官
印
与
文
書
行
政
」
、
竺
九
九
八
国
際
徽
学
学
術
討
論
会
論
文
集
㎞
、

　
　
合
肥
、
安
徽
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
三
三
二
～
三
五
八
頁
。

　
③
『
日
本
全
史
』
、
東
出
、
講
談
社
、
一
九
九
一
年
、
第
三
二
九
頁
。

　
④
田
中
健
夫
『
訳
注
日
本
史
料
”
善
隣
国
宝
記
・
薪
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
、
第
二

　
　
〇
〇
頁
。

　
⑤
隅
経
国
大
典
㎞
（
『
朝
鮮
王
朝
法
典
叢
書
』
、
ソ
ウ
ル
、
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九

　
　
八
一
二
年
目
、
礼
典
、
勘
ム
旧
式
、
第
＝
＝
エ
ハ
～
＝
＝
…
七
頁
。

　
⑥
『
（
正
徳
）
大
明
会
典
㎞
（
東
京
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）
、
巻
一
〇
四
、

　
　
礼
部
、
行
移
、
第
二
冊
、
第
四
一
八
頁
。
明
代
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
捺
印
を
漏
れ

　
　
る
こ
と
が
発
覚
さ
れ
た
場
合
、
関
係
者
全
員
は
「
杖
刑
六
十
」
に
処
せ
ら
れ
る
、

　
　
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。

　
⑦
田
中
健
夫
『
訳
注
日
本
史
料
”
善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
隔
、
第
二

　
　
一
八
～
二
二
〇
頁
。

　
⑧
開
蔭
涼
軒
日
録
㎞
。
湯
谷
稔
『
日
明
勘
合
貿
易
史
料
』
、
東
京
、
国
轡
刊
行
会
、

　
　
一
九
七
三
年
、
第
二
九
六
頁
よ
り
。

　
⑨
『
明
世
宗
実
録
駄
、
嘉
靖
～
九
年
二
月
丙
戌
。
同
じ
よ
う
な
記
録
は
、
同
書
、

　
　
嘉
靖
二
八
年
六
月
丙
寅
に
も
あ
る
。

　
⑩
栢
原
昌
三
「
日
明
勘
合
の
組
織
と
心
行
」
、
『
史
学
雑
誌
』
、
第
E
　
編
第
九
号
、

　
　
第
六
〇
t
一
〇
三
頁
。
小
葉
田
二
一
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
、
第
三
五

　
　
五
～
三
六
五
頁
。
佐
久
間
重
男
『
日
明
関
係
史
の
研
究
』
、
四
～
六
頁
。
田
中
健

　
　
夫
「
勘
合
符
・
勘
合
印
・
勘
合
貿
易
」
、
第
七
七
～
…
〇
五
頁
。
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⑰
『
戊
子
入
明
記
』
。
湯
谷
稔
『
日
明
勘
合
貿
易
史
料
㎞
、
第
二
〇
六
～
二
〇
七
頁

　
よ
り
。

⑫
栢
原
昌
三
氏
、
小
葉
田
淳
氏
、
鄭
櫟
生
氏
は
、
こ
の
史
料
を
「
礼
部
制
書
扁
と

　
呼
ん
で
い
る
。
田
中
健
夫
氏
は
、
明
の
礼
部
と
日
本
国
王
と
は
対
等
同
位
者
で
あ

　
る
の
で
、
そ
の
あ
い
だ
の
公
文
害
と
し
て
盗
文
の
称
呼
の
方
が
適
当
で
あ
る
、
と

　
指
摘
し
て
い
る
（
田
中
健
夫
「
勘
合
符
・
勘
合
印
・
勘
合
貿
易
」
、
注
ω
）
。

　
　
明
代
の
文
書
制
度
に
よ
れ
ば
、
「
制
轡
」
と
は
皇
帝
の
命
令
で
あ
る
の
で
、
礼

　
部
が
「
制
書
」
の
名
義
で
自
分
の
文
書
を
発
布
す
る
の
が
、
制
度
上
の
許
さ
れ
な

　
い
違
法
行
為
に
あ
た
る
（
『
大
明
律
』
、
巻
一
、
回
書
有
精
）
。

⑬
明
朝
刑
部
の
専
門
用
語
に
「
類
填
勘
合
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
地
域
別
や
案
件
別

　
に
し
て
、
関
係
事
項
を
勘
合
に
記
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
（
正
徳
）
大
明
会
典
』
、

　
巻
～
四
五
、
刑
部
二
〇
、
類
墳
勘
合
、
第
三
柵
、
第
二
五
四
頁
。

⑭
『
神
戸
市
史
』
、
第
二
輯
、
第
～
六
九
～
一
七
九
頁
。
小
葉
閉
淳
『
中
世
日
支

　
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
、
第
三
六
｝
頁
。

⑯
田
中
健
夫
噸
訳
注
日
本
史
料
：
善
隣
国
宝
記
・
新
訂
続
善
隣
国
宝
記
』
、
第
二

　
一
八
～
ニ
ニ
○
頁
。
こ
の
下
文
の
外
に
、
栢
原
昌
三
氏
は
、
『
策
彦
和
尚
初
点
集
隔

　
の
な
か
に
収
録
し
て
い
る
春
江
市
舶
提
挙
司
通
事
（
通
訳
）
周
文
衡
の
呈
文
を
証

　
拠
の
二
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
塁
文
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
「
別
幅
」
は

　
勘
合
の
裏
香
き
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

⑯
徐
望
之
『
公
憤
通
論
』
、
京
都
、
中
文
出
版
社
、
｝
九
七
九
年
、
第
六
七
～
七

　
二
頁
。
な
お
、
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
師
、
東
京
、
国
文
社
、
一
九

　
八
四
年
、
第
一
五
四
頁
を
参
考
。

⑰
礪
波
護
「
唐
代
の
過
所
と
公
験
」
、
第
六
六
一
～
七
二
〇
頁
。

三
、
明
代
勘
合
の
形
状
に
つ
い
て

　
1
　
明
代
勘
合
の
前
身
l
l
宋
元
時
代
の
「
公
聾
心
」
と
「
公
験
」

　
北
宋
時
代
の
元
畜
五
年
（
寛
治
四
年
・
一
〇
九
〇
）
、
海
外
貿
易
の
管
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
度
と
し
て
、
「
文
月
」
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
五
年
、
刑
部
言
、
買
人
由
海
道
往
外
蕃
、
請
令
以
賞
物
名
数
転
所
詣
之

　
　
地
、
報
所
在
弱
毒
保
、
母
二
瀬
帯
兵
器
、
或
違
禁
及
可
造
兵
器
物
。
宮

　
　
給
文
愚
。

　
つ
ま
り
、
汐
入
は
外
国
に
出
か
け
る
前
に
、
商
品
や
行
き
先
を
地
方
官
に

届
け
出
る
、
及
び
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
。
兵
器
の
製

造
や
携
行
は
禁
じ
ら
れ
る
。
地
方
富
か
ら
交
付
さ
れ
る
「
文
懸
」
を
受
け
取

っ
て
か
ら
、
は
じ
め
て
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
「
文

運
」
と
は
、
『
朝
野
群
載
撫
巻
二
〇
の
「
太
宰
府
附
異
国
大
洋
国
商
客
事
」

に
所
載
さ
れ
て
い
る
北
宋
崇
寧
四
年
（
長
治
二
年
・
一
一
〇
五
）
の
「
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

懸
」
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
こ
の
「
四
悪
」
は
、
日
本
と
高
麗
へ
の
海
外
渡

航
を
管
理
す
る
提
一
両
漸
路
冠
毛
司
が
、
泉
州
聴
入
李
充
に
交
付
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
公
慰
」
は
か
な
り
長
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
全
文
は
引
用
し
が

た
い
。
そ
の
な
か
に
、
船
｝
隻
、
李
充
を
含
む
一
行
六
八
人
の
姓
名
、
貨
物

の
種
類
と
数
董
、
自
衛
用
武
器
の
名
称
や
件
数
、
保
証
人
の
姓
名
、
お
よ
び

罰
則
な
ど
が
こ
と
ご
と
く
記
録
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
公
懸
」
は
、
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勘
合
制
度
の
由
来
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　
元
代
に
な
っ
て
も
、
宋
代
の
海
外
貿
易
制
度
は
基
本
的
に
継
承
さ
れ
た
。

至
元
三
〇
年
（
～
二
三
九
）
、
旧
南
宋
の
市
貝
司
官
僚
が
参
与
し
て
、
「
市
舶

則
法
」
二
二
条
が
制
定
さ
れ
た
。
延
祐
二
年
（
一
三
｝
四
）
、
「
市
警
則
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
二
条
が
改
め
て
公
布
さ
れ
た
。
景
雲
時
代
の
海
外
貿
易
管
理
制
度
と
比
べ

れ
ば
、
元
代
海
外
貿
易
管
理
制
度
の
最
大
の
特
徴
は
、
南
宋
時
代
の
制
度
を

継
承
し
た
結
果
と
し
て
、
「
半
印
勘
合
文
芸
」
と
「
字
号
」
が
導
入
さ
れ
た

　
　
　
　
④

こ
と
で
あ
る
。

　
「
市
島
則
法
」
の
第
七
条
に
よ
れ
ば
、
渡
航
す
る
前
に
、
舶
商
は
渡
航
許

可
証
で
あ
る
「
公
験
」
（
大
船
用
）
、
「
公
認
」
（
柴
水
小
船
用
）
の
発
給
を

「
行
中
書
省
」
に
申
請
す
る
。
行
中
書
省
は
「
公
験
」
や
「
公
愚
」
の
発
給

に
際
し
て
、
「
半
印
勘
合
文
簿
」
を
作
っ
て
、
そ
の
う
え
に
「
字
号
」
を
記

録
す
る
。
こ
こ
で
の
「
字
号
」
は
、
お
そ
ら
く
「
公
験
」
と
「
公
開
」
の
番

号
に
あ
た
る
。
当
時
使
用
さ
れ
て
い
た
「
公
験
」
や
「
心
懸
」
の
形
式
に
つ

い
て
は
、
史
料
の
制
限
に
よ
っ
て
詳
し
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

お
そ
ら
く
宋
代
の
「
公
懸
」
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
と
考
え
る
。

　
洪
武
一
五
年
（
＝
二
八
二
）
、
明
朝
は
国
内
で
勘
合
制
度
を
実
施
し
た
が
、

翌
　
六
年
（
一
三
八
三
）
、
明
朝
礼
部
は
太
祖
朱
石
勝
の
聖
旨
を
受
け
、
前

代
の
制
度
を
参
考
し
て
、
勘
合
制
度
を
外
交
使
節
の
管
理
に
も
適
用
さ
せ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
の
制
度
の
申
心
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
今
後
但
有
進
貢
及
一
膳
客
商
売
買
来
者
、
須
於
本
国
歯
答
勘
合
、
内
開

　
　
写
進
貢
方
物
件
数
、
本
国
墨
差
来
人
附
搭
物
件
、
及
客
商
物
貨
平
坐
海

　
　
船
幾
隻
、
船
上
人
口
数
目
、
逐
～
於
勘
合
上
三
等
明
自
、
若
朝
廷
差
使

　
　
臣
到
本
国
、
須
要
対
比
油
墨
字
号
、
相
同
方
可
厳
行
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
進
貢
の
使
節
や
貿
易
の
商
入
は
、
ま
ず
本
国
で
所
定
様

式
に
し
た
が
っ
て
、
進
貢
方
物
の
件
数
、
政
府
間
貿
易
の
貨
物
、
客
商
の
貨

物
、
海
船
の
隻
数
や
渡
航
す
る
人
員
総
数
な
ど
を
勘
合
に
記
入
す
る
。
渡
航

す
る
際
に
、
渡
航
先
の
所
管
官
庁
（
た
と
え
ば
、
日
本
幕
府
や
羽
帯
布
政

司
）
は
、
勘
合
の
「
殊
墨
字
号
」
の
異
同
を
照
合
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
勘

合
の
使
用
は
、
壁
代
の
「
公
愚
］
制
度
や
元
代
の
「
半
印
勘
合
文
簿
」
制
度

を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
豆
　
明
代
勘
合
の
後
継
者
－
豊
代
勘
合
の
形
状

　
次
に
、
明
代
の
勘
合
制
度
を
理
解
す
る
た
め
に
、
明
代
の
行
政
制
度
や
文

書
制
度
継
承
し
た
清
代
の
勘
合
様
式
を
紹
介
し
た
い
。

　
清
代
の
勘
合
は
、
官
僚
が
赴
任
や
出
張
の
時
に
、
身
分
の
証
明
や
駅
逓
の

利
用
許
可
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
官
僚
赴
任
の
際
に
使
用
す
る

勘
合
は
、
性
格
上
に
お
い
て
は
外
交
使
節
の
身
分
を
証
明
す
る
勘
合
に
近
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
で
、
そ
れ
を
挙
げ
た
い
。
（
図
3
）
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図3　北京中国第一歴史棺案館所蔵清代勘

　
通
字
□
…
□
号

都
察
院
今
差
本
官
前
去
広
東
公
幹
、
把
裁
去
処
験

実
千
行
。
若
至
所
在
官
司
、
二
二
疎
墨
字
号
相
同
、
感
喜
坐

去
事
件
象
限
完
報
。
母
蒲
扇
同
姓
買
価
冒
名
爵
解
、
因
而

動
擾
於
民
、
自
取
罪
慰
。
若
面
倒
不
同
、
即
将
齋
批
人
員
檎

掌
赴
京
。
所
有
勘
合
、
須
面
出
立
者
。

　
　
一
、
為
出
巡
事
。
差
監
察
御
史
張
純
煕
前
去
広
東
巡
按
「

順
治
拾
式
年
陸
月
初
壷
日
、
都
察
院
裾
濃
政
事
固
山
電
場
卓
羅
等
芸
－

奏
外
、
今
将
本
官
齎
批
前
去
本
省
按
察
司
、
比
婆
相
同
、
照
依
舞
浜
事
理
施
行
。

　
　
完
日
樫
自
暴
「

奏
。
傍
呈
本
院
知
会
じ
　
　
封

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
空
白

　
踊
字
□
…
□
号

　
□
字
□
…
□
号
　
右
三
差
監
察
御
史
張
近
縁
准
此

　
　
　
錆

順
　
治
　
拾
　
　
武
年
陸
月
囲
囲
M
凹
日
典
吏
訣
劉
継
芳
代
三

都
察
院
　
　
花
押

　
こ
の
文
書
は
、
都
踊
院
が
順
治
一
二
年
（
一
六
五
五
）
六
月
二
九
日
に
、

広
東
省
へ
の
公
務
出
張
の
た
め
に
監
察
御
史
張
純
煕
に
発
給
し
た
も
の
で
あ

る
。
「
　
」
の
部
分
は
、
事
前
に
印
刷
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ほ
か
は
文

書
を
作
成
す
る
際
に
手
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
日
付
の
「
式
拾

玖
」
と
返
納
を
定
め
る
「
単
願
完
野
塩
」
は
、
朱
筆
で
手
書
き
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
。
年
号
の
横
に
手
書
き
さ
れ
た
「
錆
」
字
は
、
文
書
の
使
用
済
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
な
か
で
「
所
有
勘
合
、
須
至
神
平
着
」
と
書

い
て
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
書
は
勘
合
と
呼
ば
れ
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
勘
合

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
点
に
注
目
し
た
い
。

　
1
　
勘
合
の
構
成
。

　
こ
の
勘
合
は
、
事
前
に
印
刷
さ
れ
た
部
分
と
交
付
す
る
際
に
記
入

（「

U
」
）
す
る
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
印
刷
さ
れ
る
部
分
は
、
勘
合

に
関
す
る
一
般
的
規
定
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
殊
墨
字
号
」
の
照
合
や
職

権
濫
用
の
禁
止
で
あ
る
。
記
入
す
る
部
分
は
、
こ
の
勘
合
の
交
付
に
関
す
る

具
体
的
事
項
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
所
持
者
姓
名
、
用
務
先
、
発
行
理
由
、

発
行
の
根
拠
（
上
奏
）
な
ど
で
あ
る
。

　
日
付
な
ど
を
除
い
て
、
こ
の
勘
合
の
記
入
す
る
部
分
は
二
つ
あ
る
。

　
①
「
官
前
額
広
東
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
所
持
者
は
本
人
で
あ
る
こ
と
、

用
務
先
は
広
東
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
②
出
張
命
令
に
あ
た
る
「
下
文
」
、
つ
ま
り
「
こ
か
ら
「
知
会
」
ま
で

の
内
容
で
あ
る
。
先
に
も
紹
介
し
た
が
、
本
文
と
は
部
下
の
上
申
に
対
す
る

上
司
の
指
示
で
あ
る
。
こ
の
勘
合
の
場
合
は
、
順
治
＝
～
年
六
月
一
日
、
都

草
院
署
承
政
事
固
山
額
書
卓
羅
は
、
公
務
の
た
め
に
監
察
御
史
書
面
煕
を
広

東
省
に
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
上
奏
し
た
。
そ
の
上
奏
が
許
可
さ
れ
た
こ

と
を
う
け
て
、
都
他
院
は
、
順
治
＝
｝
年
六
月
二
九
日
付
け
で
張
純
煕
に
勘

合
を
交
付
し
た
。
そ
こ
の
「
「
」
と
「
」
」
の
マ
ー
ク
は
、
「
以
下
空
白
」

を
示
す
た
め
の
記
し
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
「
魚
文
」
は
勘
合
の

裏
面
に
記
入
す
る
も
の
で
は
な
く
、
勘
合
の
最
適
に
記
入
す
る
こ
と
は
明
き

ら
か
で
あ
る
。
こ
の
勘
合
に
よ
れ
ば
、
勘
合
は
表
面
に
字
号
し
か
書
い
て
い

な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
裏
面
は
使
わ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
2
　
「
殊
墨
字
号
」
。

　
こ
の
清
寂
勘
合
に
は
、
三
つ
の
字
号
が
あ
る
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
使

っ
て
、
そ
の
う
ち
の
～
つ
に
つ
い
て
は
、
「
通
善
導
…
口
慰
」
の
半
分
は
確

認
で
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
「
字
」
と
「
号
」
字
の
半

分
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
の
三

つ
の
字
号
は
い
ず
れ
も
墨
書
で
あ
る
。
字
号
の
う
え
に
、
さ
ら
に
発
行
官
庁

に
あ
た
る
都
二
院
の
職
印
（
中
央
部
の
二
つ
）
と
関
係
富
庁
に
あ
た
る
通
政

下
司
の
宮
印
（
右
上
の
一
つ
）
が
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る

「
殊
墨
字
号
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
殊
」
と
は
官
印
の
こ
と
で
、
「
墨
」
と

は
字
号
の
こ
と
で
あ
る
。
「
殊
墨
字
号
」
と
い
っ
て
も
、
朱
書
さ
れ
た
文
字

は
一
つ
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
字
号
や
官
印
は
、
す
べ
て
中
央
の
部
分
か
ら
二

つ
に
な
っ
て
、
勘
合
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
字
号
と
官
印
の
左
の
部
分
で

あ
る
。
そ
の
字
号
と
官
印
の
右
半
分
は
、
お
そ
ら
く
「
通
字
」
な
ど
の
三
つ

の
底
簿
に
あ
る
に
違
い
な
い
。
こ
こ
で
の
官
印
は
、
勘
合
と
勘
合
底
簿
の
合

わ
せ
目
に
押
さ
れ
て
い
る
の
で
、
中
国
風
の
表
現
で
い
え
ば
、
「
雄
風
印
」
、
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つ
ま
り
「
割
り
印
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
戊
子
入
明
記
臨
の

蕩
合
料
紙
印
形
」
に
示
さ
れ
て
い
る
［
と
い
う
形
の
も
の
は
、

「
本
字
　
号
」
と
い
う
印
の
枠
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
字
号
の
上
に
押
さ

れ
て
い
る
礼
部
官
印
の
枠
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
本
稿
で
、

本
来
印
章
で
あ
る
も
の
を
し
に
表
記
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
と

同
じ
で
あ
る
。

　
な
お
、
騨
戊
子
入
明
記
』
所
載
の
「
勘
合
料
紙
印
形
」
に
示
さ
れ
る
官
印

の
形
は
、
～
見
し
て
長
方
形
に
見
え
る
が
、
本
当
は
正
方
形
の
も
の
で
あ
る
。

明
代
の
制
度
に
よ
れ
ば
、
礼
部
の
官
印
は
、
「
方
三
寸
二
分
」
、
つ
ま
り
九
・

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

九
五
二
㎝
四
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
勘
合
料
紙
印
形
」
に
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
る
官
印
の
形
は
、
正
確
な
も
の
で
は
な
い
。

　
3
　
半
農
字
号
の
個
数

　
官
員
は
出
張
先
で
、
交
付
さ
れ
た
勘
合
を
関
係
官
庁
に
提
出
し
、
関
係
官

庁
は
、
そ
の
勘
合
を
も
っ
て
、
備
え
て
い
る
勘
合
底
簿
と
照
合
し
、
字
号
や

官
印
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
こ
れ
は
、
「
比
対
殊
墨
宇
号
」
の
こ
と
で
あ
る
。

関
係
官
庁
に
と
っ
て
、
こ
の
検
査
は
、
勘
合
の
所
持
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
の
重
要
な
手
続
き
で
あ
る
。

　
こ
の
町
代
の
勘
合
に
は
、
字
号
が
三
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
勘
合
は
、
ほ

か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
乾
隆
三
四
年
（
一
七
六
九
）
五
月
付
け
の
戸
部

差
益
赴
任
勘
合
に
は
、
二
つ
の
「
入
学
山
字
号
」
と
一
つ
の
「
宝
字
玖
百
捌

号
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
字
号
が
二
つ
ま
た
は
四
つ
付
け
ら
れ
て

い
る
勘
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
順
治
十
年
（
一
六
五
三
）
一
〇
月
二
七
日

付
け
の
戸
部
軍
官
赴
任
勘
合
に
は
、
「
空
字
七
四
号
」
と
「
二
字
八
号
」
、
康

煕
三
｝
年
（
一
六
九
二
）
～
二
月
一
八
日
付
け
の
戸
部
差
官
赴
任
勘
合
に
は
、

二
つ
の
「
直
字
二
十
六
号
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
順
治
九
年
（
＝
ハ
五

二
）
＝
月
一
五
日
付
け
の
都
察
院
公
務
出
張
勘
合
に
は
、
字
号
が
四
つ
付

　
　
　
　
　
⑧

け
ら
れ
て
い
る
。
付
け
ら
れ
た
字
号
の
個
数
は
、
そ
の
勘
合
を
チ
ェ
ッ
ク
す

べ
き
圓
数
に
合
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
清
貼
勘
合
に
よ
れ
ば
、

京
師
か
ら
広
東
に
至
る
ま
で
、
そ
の
勘
合
を
三
回
に
わ
た
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
を

行
う
。
広
東
ま
で
の
三
ヵ
所
は
、
「
通
字
」
な
ど
の
勘
合
底
簿
を
そ
れ
ぞ
れ

備
え
て
い
て
（
そ
の
内
の
一
冊
は
広
東
に
あ
る
）
、
赴
任
の
黒
闇
が
提
出
さ

れ
た
勘
合
の
「
殊
墨
字
号
」
の
左
半
分
と
勘
合
底
簿
の
「
皇
猷
字
号
」
の
右

半
分
と
そ
れ
ぞ
れ
照
合
し
、
そ
の
真
否
の
確
認
を
王
回
行
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
こ
れ
と
岡
じ
よ
う
に
、
『
戊
子
入
明
記
』
の
「
勘
合
料
紙
印
形
」
が
示
さ

れ
て
い
る
二
つ
の
「
本
字
蒼
古
」
の
半
印
字
号
は
、
明
朝
の
礼
部
と
漸
横
布

政
司
が
二
回
に
わ
た
っ
て
勘
合
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
要
請
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
勘
合
料
紙
印
形
」
と
い
う
史

料
の
重
要
性
は
、
勘
合
そ
の
も
の
の
形
状
で
は
な
く
、
題
下
日
明
間
に
使
用

さ
れ
た
勘
合
文
書
に
半
印
字
号
は
二
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
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日明関係における「勘合」（伍躍）

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
4
　
勘
合
の
大
き
さ

　
こ
の
清
代
勘
合
の
大
き
さ
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
使
っ
て
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
上
に
押
さ
れ
る
都
即
事
官
印
の
印
影
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
い
て
推
定
す
れ
ば
、
か
な
り
大
き
な
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、

台
湾
所
蔵
の
順
治
九
年
（
一
六
五
二
）
の
都
察
院
勘
合
を
使
っ
て
、
そ
の
大

き
さ
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
台
湾
所
蔵
の
勘
合
は
、
縦
一
二
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

五
㎝
、
横
～
〇
七
・
五
㎝
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
勘
合
の
大
き
さ
は
、
台

湾
所
蔵
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
北

京
の
中
国
第
一
歴
史
棺
国
手
所
蔵
の
戸
部
勘
合
の
な
か
で
、
縦
書
八
四
㎝
、

横
約
六
〇
㎝
の
も
の
、
と
縦
九
〇
㎝
×
横
六
〇
㎝
の
も
の
の
存
在
を
確
認
し

⑪た
。
い
ず
れ
も
か
な
り
大
き
な
文
書
で
、
そ
の
上
に
折
り
目
も
あ
る
。
先
に

述
べ
た
聖
代
の
「
公
懸
」
は
、
お
そ
ら
く
か
な
り
大
き
な
文
書
だ
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
年
代
と
清
代
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
明
代
の
勘
合
文
書
も
、
か
な

り
大
き
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
勘
合
に
記
入
す
べ
き
内
容
か
ら
、
勘
合
の
大
き
さ
を
推
知
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
清
士
勘
合
の
場
合
、
相
当
な
ス
ペ
ー
ス
が
な
け
れ
ば
、
批
文
の
内

容
を
抄
録
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
明
朝
の
場
合
、
よ
く
引
用
さ
れ
る
宣
徳

八
年
六
月
礼
部
沓
文
に
よ
れ
ば
、
勘
合
に
使
節
の
姓
名
や
人
数
、
岡
行
客
商

の
姓
名
や
冊
数
、
進
貢
品
や
携
行
す
る
貨
物
の
件
数
、
同
行
船
の
隻
数
な
ど

を
明
記
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
な
け
れ
ば
、

記
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
渡
航
者
人
数
の
具
体
例
と
し
て
、
天
文
八
年

（
慕
靖
一
八
年
・
一
五
三
九
）
の
渡
航
者
数
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
年
、
渡
航
し
た
船
が
三
隻
あ
っ
た
。
乗
船
者
の
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ

⑫
る
。　

　
一
号
船
　
官
員
一
五
、
従
商
人
一
～
五
、
水
夫
五
八
　
計
一
八
五
名

　
　
二
号
船
　
　
　
　
五
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
四
〇
　
　
一
四
〇

　
　
一
二
号
船
　
　
　
　
　
⊥
ハ
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
　
三
五
　
　
　
＝
～
二

　
こ
の
こ
と
か
ら
容
易
に
想
像
が
つ
く
よ
う
に
、
百
数
十
名
の
乗
船
者
の
氏

名
を
記
録
し
た
だ
け
で
も
、
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
明
代
の
勘
合
は
こ
れ
ま
で
の
推
定
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
も
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
⑬

と
考
え
て
い
る
。

　
清
代
の
文
書
制
度
は
、
明
代
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
清
代

勘
合
を
構
成
す
る
上
述
の
諸
要
素
は
、
明
代
勘
合
の
形
状
を
究
明
す
る
た
め

の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
だ
ろ
う
。

①
『
文
献
通
考
』
（
台
北
、
新
興
書
局
、
一
九
六
三
年
）
、
二
二
〇
、
市
羅
考
～
、

　
第
考
二
〇
一
頁
。
『
宋
会
要
愚
稿
』
（
台
北
、
世
界
書
局
、
一
九
七
七
年
）
、
第
三

　
三
六
七
百
ひ
乞
参
考
。

②
判
朝
野
群
載
』
（
糊
国
史
大
系
』
、
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
第
二

　
九
巻
上
）
、
巻
二
〇
、
太
宰
府
附
異
国
大
宋
国
商
客
事
、
第
四
五
二
～
四
五
五
頁
。

③
隅
通
制
条
格
隔
、
杭
州
、
漸
落
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
巻
一
八
、
関
市
、
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市
子
、
第
二
三
〇
～
二
三
七
買
。

④
文
書
に
字
号
を
つ
け
る
こ
と
は
、
南
宋
時
代
の
紹
興
三
年
（
＝
三
三
）
ま
で

　
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
（
『
建
玉
以
来
系
年
要
録
』
、
紹
興
三
年
六
月
乙
酉
、

　
光
緒
五
年
刊
本
、
第
一
b
～
二
a
頁
）
。

⑤
『
戊
子
入
明
記
』
。
湯
谷
稔
欄
日
明
勘
合
貿
易
史
料
』
、
第
二
〇
六
～
二
〇
七
頁

　
よ
り
。

⑥
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
所
蔵
銀
鶏
院
発
給
張
純
煕
執
照
、
順
治
＝
奪
六
月
二

　
九
日
。

　
　
台
北
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
か
ら
公
開
さ
れ
た
古
代
勘
合
は
四
七
点

　
あ
る
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
五
日
確
認
）
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
簿
6
…
＼
＼
巳
茸
O
．

　
騨
唱
甑
巳
8
b
恥
F
薯
＼
ゆ
”
鋤
＼
ぎ
匹
Φ
×
匹
鎚
．
詳
ヨ
で
公
開
さ
れ
た
順
治
九
年
一
一
月
一

　
五
日
付
け
の
都
察
院
差
試
監
察
御
史
米
嚢
前
去
江
西
巡
按
勘
合
を
参
照
し
て
い
た

　
だ
き
た
い
。
し
か
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
画
像
は
鮮
明
で
な
い
の
で
、
そ
の
勘
合
の

　
内
容
、
特
に
「
批
」
や
「
字
号
」
の
部
分
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
の
勘
合

　
に
つ
い
て
、
徐
嫡
憲
『
清
代
知
縣
職
掌
研
究
』
（
台
北
、
東
呉
大
学
、
～
九
七
四

　
年
）
を
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
（
二
〇
九
頁
）
。

　
　
近
年
、
鄭
櫟
生
は
、
二
代
勘
合
を
利
用
し
、
自
分
の
旧
見
解
を
訂
正
し
て
い
る
。

　
心
妻
生
「
再
論
明
代
勘
合
」
、
『
淡
江
史
学
』
、
第
一
〇
巻
、
一
九
九
九
年
六
月
、

　
第
一
～
一
八
頁
。

⑦
糊
（
万
暦
）
大
明
会
典
』
、
巻
七
九
、
礼
部
三
七
、
重
信
、
第
｝
二
五
六
頁
。

⑧
中
国
第
一
歴
史
棺
二
二
所
蔵
戸
部
差
官
赴
任
勘
合
、
順
治
｝
○
年
一
〇
月
二
七

　
日
・
戸
部
差
官
赴
任
勘
合
、
乾
隆
三
〇
四
年
五
月
日
・
戸
部
差
官
赴
任
勘
合
、
康

　
煕
一
三
年
一
二
月
一
八
日
。

　
　
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
所
蔵
内
閣
大
士
棺
案
、
都
当
院
差
試
監
察

　
御
史
米
嚢
前
去
江
西
巡
按
勘
合
、
順
治
九
年
一
一
月
一
五
日
。
し
か
し
、
台
湾
所

　
蔵
清
代
勘
合
に
あ
る
鴫
つ
の
字
号
に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
画
像
が
不
鮮
明
な

　
の
で
、
残
念
な
が
ら
「
字
」
と
「
号
」
の
確
認
は
で
き
て
い
な
い
。

⑨
清
代
の
都
察
院
の
官
印
は
、
「
方
三
寸
三
分
」
、
つ
ま
り
縦
横
一
〇
・
五
六
㎝
の

　
も
の
で
あ
る
。
書
落
緒
）
大
清
会
典
』
（
台
北
、
国
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
六

　
年
、
巻
三
四
、
礼
部
、
鋳
印
局
、
第
三
四
七
頁
。

⑩
台
湾
中
央
研
究
院
歴
史
語
書
研
究
所
所
蔵
内
閣
大
粟
照
影
、
都
察
院
差
試
監
察

　
御
史
米
嚢
前
沼
江
西
巡
按
勘
合
、
順
治
九
年
置
月
～
五
日
。

⑪
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
所
蔵
戸
部
差
官
赴
任
勘
合
、
康
煕
＝
二
年
＝
万
一
八

　
日
・
戸
部
罷
職
赴
任
勘
合
、
乾
隆
三
四
年
五
月
日
。

⑫
『
駅
程
録
㎞
。
湯
谷
稔
『
日
明
勘
合
貿
易
史
料
』
、
第
四
七
三
～
四
七
四
頁
よ
り
。

⑬
清
代
勘
合
の
折
り
目
は
、
携
行
す
る
際
に
折
り
畳
ん
だ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

　
る
。
こ
れ
ま
で
勘
合
箱
に
基
づ
い
て
勘
合
の
大
き
さ
を
推
定
す
る
問
題
点
の
｝
つ

　
は
、
勘
合
の
折
り
畳
む
可
能
性
は
除
外
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

四
、
申
号
の
付
け
方

　
田
中
健
夫
氏
は
、
一
枚
の
勘
合
に
字
号
が
二
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目

し
て
、
勘
合
字
号
の
付
け
方
に
つ
い
て
、
独
自
に
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

彼
が
推
定
し
た
勘
合
の
作
成
方
法
に
は
、
い
く
つ
か
の
早
宮
が
あ
る
。
こ
こ

で
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
田
中
健
夫
氏
に
よ
る
勘
合
作
成
方
法
の
推
測
に
よ
る
と
、
勘
合
料
紙
A
は

開
い
て
、
そ
の
う
え
に
勘
合
底
揮
料
紙
B
を
置
い
て
、
料
紙
A
と
料
紙
B
と

の
合
わ
せ
屠
に
「
本
字
号
」
の
殊
印
を
押
し
、
印
の
「
本
字
号
」
の
印

影
の
字
間
に
料
紙
A
と
料
紙
B
の
双
方
に
か
か
る
よ
う
に
「
壼
」
の
字
を
墨

書
で
書
き
加
え
る
。
（
図
4
）
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田
中
健
夫
氏
の
推
測
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
国
伝
統
の
文
書
字
号

の
つ
け
方
に
対
す
る
誤
解
に
も
と
づ
い
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
伝
統
の
文
書
字
号
は
、
文
書
の
種
類
や
連

番
を
示
す
よ
り
、
文
書
の
偽
造
を
防
ぐ
至
仁
の
方
が
大
き
い
。
「
字
」
と
は
、

無
目
を
示
す
も
の
で
、
千
字
置
を
使
用
す
る
の
が
～
番
多
い
が
、
日
明
問
の

場
合
は
「
日
」
や
「
本
」
を
使
わ
れ
て
い
る
。
「
号
」
と
は
連
番
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

O

♪

応

［璽⊃□翌コ・

s

》》

口

9◎

　
文
書
に
字
号
を
つ
け
る
手
順
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
図
5
）

①
文
書
用
紙
を
用
意
す
る
。
（
こ
こ
で
①
は
、
図
5
の
①
の
こ
と
で
、
以

下
も
）
。

②
用
紙
の
字
号
を
つ
け
た
い
と
こ
ろ
を
中
央
部
で
ひ
と
つ
折
る
。

③
そ
の
折
っ
た
文
書
を
底
簿
の
上
に
お
き
、
文
書
と
底
簿
と
の
双
方
に
か

か
る
よ
う
に
草
書
体
や
行
書
体
の
字
号
を
書
い
て
（
な
お
、
書
い
た
字
号
を

さ
ら
に
○
に
し
た
場
合
も
あ
る
）
、
そ
の
上
に
発
行
宮
庁
の
官
印
を
押
す
。
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用

紙

④
文
書
用
紙
と
底
簿
を
離
す
。
こ
う
し
て
、
文
書
に
は
字
号
の
左
半
分
を

残
し
て
（
④
一
1
）
、
底
簿
に
は
字
号
の
右
半
分
を
残
す
（
④
1
2
）
。

　
字
号
を
も
う
ひ
と
つ
つ
け
た
い
場
合
は
、
上
述
し
た
手
順
に
し
た
が
っ
て
、

文
書
の
も
う
～
ヵ
所
を
中
央
部
で
折
っ
て
、
そ
の
折
っ
た
文
書
を
別
の
瀬
野

の
上
に
お
き
、
両
者
に
か
か
る
よ
う
に
字
号
を
書
い
て
、
官
印
を
押
す
の
で

あ
る
。

　
清
代
勘
合
の
実
例
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
字
号
は
必
ず
し
も
「
勘
合
料
紙
印

形
」
の
よ
う
な
左
右
だ
け
で
な
く
、
上
下
に
位
置
す
る
も
の
も
あ
る
。
ち
な

み
に
、
文
書
で
の
字
号
の
位
置
と
字
号
の
大
き
さ
に
つ
い
て
、
図
2
と
図
3

の
写
真
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
説
明
を
省
略
す
る
。

　
帳
簿
の
綴
じ
方
に
つ
い
て
、
田
中
健
夫
氏
は
、
「
大
冊
」
と
「
扇
」
と
、

つ
ま
り
堅
牢
な
製
本
と
簡
易
製
本
と
の
二
つ
の
綴
じ
方
（
図
4
、
⑳
B
マ

一
〇
〇
と
C
一
⊥
○
○
）
を
示
し
て
い
る
。
勘
合
底
簿
の
よ
う
な
重
要
な

文
書
は
、
簡
易
製
本
の
よ
う
に
綴
じ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ

で
の
「
扇
」
は
、
単
な
る
冊
本
の
数
量
を
数
え
る
助
数
詞
で
あ
る
。

　
①
田
中
健
夫
「
『
勘
合
」
の
称
呼
と
形
態
」
。

　
②
雷
栄
広
・
眺
楽
野
『
清
代
文
書
綱
要
㎞
、
成
都
、
四
川
大
学
出
版
社
、
一
九
九

　
　
〇
年
、
簗
一
〇
七
～
一
〇
九
頁
。

む
　
す
　
び
　
に

　
以
上
、
明
代
の
勘
合
制
度
は
下
元
時
代
の
「
公
魚
」
や
「
公
験
」
制
度
を

継
承
し
発
展
さ
せ
た
こ
と
を
説
明
し
、
明
代
勘
合
の
後
継
者
で
あ
る
清
代
勘

合
に
基
づ
い
て
勘
合
の
様
式
を
分
析
し
た
。
最
後
に
、
日
明
間
に
使
わ
れ
た

勘
合
の
形
状
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
従
来
の
疑

問
に
対
し
、
実
物
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、
具
体
的
な
説
明
は
不
可
能
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
、
勘
合
を
構
成
す
る
諸
要
素
に
つ
い
て
、
あ
え

て
私
見
を
述
べ
て
、
む
す
び
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
1
、
ま
ず
、
勘
合
の
大
き
さ
で
あ
る
。
清
代
勘
合
の
よ
う
な
か
な
り
大
き

な
も
の
で
あ
る
。

　
2
、
勘
合
の
チ
ェ
ッ
ク
は
二
回
す
る
（
本
字
勘
合
の
場
合
は
、
寧
波
と
北
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京
で
）
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
勘
合
の
押
印
字
号
も
二
つ
つ
け
て
い
る
。

字
号
は
、
勘
合
と
底
簿
と
の
双
方
に
か
か
る
よ
う
に
書
く
も
の
で
あ
り
、
そ

の
上
に
発
行
官
庁
の
官
印
が
押
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
殊
墨
字
号
」
の

「
殊
」
は
、
官
印
の
こ
と
で
、
「
墨
」
は
墨
書
し
た
字
号
で
あ
る
。

　
3
、
勘
合
に
記
さ
れ
た
内
容
は
二
つ
あ
る
。
前
半
は
、
事
前
に
印
刷
さ
れ

る
勘
合
制
度
の
規
定
、
た
と
え
ば
「
昧
墨
字
号
」
の
照
合
な
ど
で
あ
る
。
後

半
は
、
使
用
す
る
前
に
、
聖
旨
や
礼
部
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
関
係
事
項

を
「
填
」
、
つ
ま
り
記
入
す
る
部
分
で
あ
る
。
勘
合
の
裏
面
は
原
則
と
し
て

使
用
し
な
い
。

　
4
、
勘
合
の
字
号
と
発
行
年
月
の
と
こ
ろ
に
、
発
行
官
庁
に
あ
た
る
札
部

の
副
署
を
押
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
天
理
大
学
非
常
勤
講
師
　
京
都

日明関係における「勘合」（伍躍）
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